
手
形
・
小
切
手
に
つ
い
て（
３
）

　
今
回
は
、
手
形
不
渡
り
と
遡
求
に

つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　
手
形
の
不
渡
り
の
種
類

　
支
払
の
た
め
呈
示
期
間
内
に
手
形

を
呈
示
し
た
が
、
支
払
銀
行
で
支
払

を
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
を
「
手
形
の
不

渡
り
」
と
い
い
ま
す
。

　
不
渡
り
の
事
由
に
は
以
下
の
３
つ

が
あ
り
ま
す
。

①
第
１
号
不
渡
り

　
資
金
不
足
、
取
引
無
し

②
第
２
号
不
渡
り

　
契
約
不
履
行
（
振
出
人
が
、
手
形

受
取
人
の
契
約
不
履
行
を
理
由
に
手

形
の
支
払
を
拒
絶
す
る
こ
と
で
す
）、

詐
欺
、
盗
難
、
偽
造
、
変
造
、
印
鑑

相
違
、
金
額
欄
記
載
方
法
相
違
、
約

束
手
形
用
紙
相
違

③
第
３
号
不
渡
り

　
形
式
不
備
、
裏
書
不
備
、
呈
示
期

間
経
過
後
な
ど

　

銀
行
取
引
停
止
処
分

　
手
形
振
出
人
が
、
第
１
号
不
渡
り

や
第
２
号
不
渡
り
を
出
し
た
後
、
直

ち
に
手
形
金
額
と
同
額
の
「
異
議
申

立
預
託
金
」を
銀
行
に
預
け
な
い
と
、

不
渡
届
が
手
形
交
換
所
に
出
さ
れ
ま

す
。

　
不
渡
届
を
出
さ
れ
た
者
が
、
６
か

月
以
内
に
２
回
目
の
不
渡
り
を
出
す

と
、
銀
行
取
引
停
止
処
分
（
不
渡
処

分
）
と
な
り
ま
す
。

　
同
処
分
を
受
け
た
者
は
、
手
形
交

換
所
に
加
盟
し
て
い
る
す
べ
て
の
銀

行
と
２
年
間
当
座
勘
定
取
引
や
貸
付

取
引
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
ほ
と

ん
ど
の
場
合
に
、
倒
産
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

遡
求
（
償
還
請
求
）

　
所
持
し
て
い
た
手
形
が
不
渡
処
分

と
な
っ
た
と
き
、
所
持
人
は
ど
う
す

れ
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
こ
で
行
わ
れ
る
の
が
、
遡
求
権

（
＝
償
還
請
求
権
、
以
下
「
遡
求
権
」

と
い
う
）
の
行
使
で
す
。「
遡
求
権
」

と
は
、
手
形
所
持
人
が
呈
示
期
間
内

に
支
払
の
た
め
の
手
形
呈
示
を
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
支
払
を
拒
絶
さ

れ
た
と
き
に
、
同
手
形
の
裏
書
人
に

対
し
て
手
形
金
の
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
権
利
で
す
。

　
前
回
述
べ
た
よ
う
に
、
手
形
は
、

振
出
人
→
受
取
人
＝
第
１
裏
書
人
→

（
第
１
裏
書
人
の
）
被
裏
書
人
＝
第

２
裏
書
人
→
（
第
２
裏
書
人
の
）
被

裏
書
人
…
と
い
う
よ
う
に
、
転
々
譲

渡
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　
手
形
が
不
渡
と
な
っ
た
と
き
は
、

手
形
所
持
人
は
、
そ
の
手
形
の
裏
書

人
と
な
っ
た
者
す
べ
て
に
対
し
て
、

手
形
金
額
を
支
払
え
と
請
求
が
出
来

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
「
遡

求
」で
す
。
す
な
わ
ち
、
裏
書
人
は
、

手
形
所
持
人
に
対
し
て
、
連
帯
債
務

に
類
似
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
こ
の
遡
求
に
対
し
て
手

形
金
額
を
支
払
っ
た
裏
書
人
は
、
自

分
よ
り
前
の
裏
書
人
に
対
し
て
、
同

金
額
を
支
払
え
と
請
求
で
き
ま
す
。

こ
れ
を
「
再
遡
求
」
と
い
い
ま
す
。

　

遡
求
の
条
件

　
手
形
所
持
人
が
遡
求
権
を
行
使
す

る
た
め
に
は
、
次
の
要
件
を
満
た
す

こ
と
が
必
要
で
す
。

①�

支
払
の
た
め
の
適
法
な
呈
示
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

②
支
払
を
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
。

③�

遡
求
権
が
消
滅
時
効
に
係
っ
て
い

な
い
こ
と
（
消
滅
時
効
は
満
期
日

か
ら
１
年
で
す
）。

　

遡
求
の
通
知

　
遡
求
を
す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
遡
求
義
務
者
に
対
し
て
、
遡
求

の
通
知
を
し
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
遡
求
義
務
者
に
対
し
て
資
金
の

準
備
を
さ
せ
る
と
と
も
に
、
遡
求
金

額
が
増
大
し
な
い
よ
う
に
（
満
期
日

か
ら
年
６
分
の
利
息
が
発
生
）
自
ら

進
ん
で
償
還
す
る
機
会
を
与
え
る
た

め
で
す
。

　
当
通
知
は
、
通
常
は
支
払
呈
示
の

日
に
次
ぐ
４
取
引
日
内
に
直
接
の
裏

書
人
に
対
し
て
行
い
ま
す
。
通
知
を

受
け
た
裏
書
人
は
通
知
を
受
け
た
日

に
次
ぐ
２
取
引
日
内
に
自
己
の
直
前

の
裏
書
人
に
通
知
を
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

手
続
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
の

で
、
手
形
不
渡
を
受
け
た
場
合
は
弁

護
士
な
り
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

実
務
に
役
立
つ

企
業
法
務
の
基
礎

弁
護
士  
山
下
江
の
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